
第４号様式

相談者番号：　　　　　　　　　　　　　　

ふ り が な

S ・ H  　 　  年　

電 話 番 号 携 帯 番 号

Ｆ Ａ Ｘ メールアドレス

性 別 年 齢 歳 居 住 市 町

親との続柄 身 長 ㎝

趣 味

結 婚 歴 □有　　　　□無 子どもの有無 □無

最終学校名 年 収 万円位

勤 務 先

婿 嫁 希 望

自分の親との同居

タ バ コ お 酒

そ の 他

年 齢 □こだわらない　　 □　　　　　　歳位から　　　　　　歳位まで

地 域 □同一市町内　□周辺市町　 □栃木県内　

結 婚 歴 □有　□無　 □どちらでも 希望する年収 希望する学歴 　

子どもの有無 □有（　　　人まで）　　 □無    □どちらでも

相手の親との同居

結婚後の住所

重視する点

□自分の実家　□自分の実家近く　□相手の実家　□相手の実家近く
□栃木県内なら 　□こだわらない　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

例：年収3００万円以上、お酒は飲まない等。

□その他（　　　                         ）

□同居希望　□別居希望　□当初は別居　□どちらでも　□その他（　　　　　）　　

※ 上記の個人情報は、他者には通知いたしません。すべて御記入ください。

私は、とちぎ未来クラブが縁結び事業に関し定める事項に同意し、遵守します。

相談者プロフィール

西暦  　 　 　 年
月

　　　　　　

□有（　　　人）

□中学校卒　□高等学校卒　□専門学校卒　□短大卒　□大学卒　□大学院卒　　　

長男・次男・三男・長女･次女・三女・その他（ 　）

氏　     名 印

最終学歴

男　　・　　女

□その他（　　　　　　　　 　  　　　）

縁結び事業申込書 兼 相談者情報登録書（自己申告書）

〒

生   年   月

住 所

相談受付日： 令和　　 　年　　　月　　　日

担当結婚サポーター：

相談者情報一覧表への掲載の可否：　　可 　・　不可

職　    種
□農林水産業　　□自営業　　□会社員　　□公務員　　□団体職員　　
□契約社員・パート　　□無職　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）　　

□吸わない　□吸う □好き　 □付き合い程度　□飲まない

□婿取り　□嫁取り　□どちらでも　□その他（　　　　　　　　　　　　）　　

□有　　□無　　□当初は別居　　□どちらでも　　□その他（　　　　　　）　　

 ※ 答えたくない項目は回答されなくて構いませんので、可能な範囲でご記入ください

相手についての希望

※上記の情報は、相談者一覧表には記載例の情報が掲載されますが、相手には名前や住所など
は分かりません。その後、引き合わせを検討されているお相手には詳細な情報を伝えることが
あります。



同居 未婚 死別
別居 既婚 離別

□同居 □未婚 □死別

□別居 □既婚 □離別

□同居 □未婚 □死別

□別居 □既婚 □離別

□同居 □未婚 □死別

□別居 □既婚 □離別

□同居 □未婚 □死別

□別居 □既婚 □離別

□同居 □未婚 □死別

□別居 □既婚 □離別

□同居 □未婚 □死別

□別居 □既婚 □離別

※上表に記載した情報は、ご本人の了解無しに他者に伝えることはいたしません。

◆ 写真添付欄（写真の大きさは任意です） 令和　　年　 月撮影

結婚サポーターへの要望等（ご自由にご記入ください。）

□公務員　□団体職員　□その他

□公務員　□団体職員　□その他

母

　

続柄 誕生年

【家族構成】（父母兄弟姉妹について、全員を記入してください）

□農林水産業　□自営業　□会社員　　
父

職種

（現在の職業または最終職業）

□農林水産業　□自営業　□会社員　　
□公務員　□団体職員　□その他

□農林水産業　□自営業　□会社員　　

　

　

　

□公務員　□団体職員　□その他

□農林水産業　□自営業　□会社員　　
□公務員　□団体職員　□その他

□農林水産業　□自営業　□会社員　　
□公務員　□団体職員　□その他

□農林水産業　□自営業　□会社員　　



第４号様式別紙 

 

縁結び事業に関する事項 

 

 

 相談者と結婚サポーターは、以下の点について互いに了解の上、今後の活動

を二人三脚で進めなければならない。 

 

１ 縁結び事業へのお申込みに当たっては、必ず本人が結婚サポーターと面談

し、縁結び事業のルールに同意した上で申し込むこと。 

 

２ 相談者は、結婚サポーターが社会奉仕の精神に基づきボランティア（無償）

で行っていることを十分理解し、礼節及び誠意をもって相談に臨むこと。 

 

３ 相談者は独身であることとし、結婚サポーターは、必要がある場合はその

証明を相談者に求めることができること。 

 

４ 縁結び事業は全ての結婚サポーターが相談者情報を共有するシステムであ

るため、相談者が縁結びを申込むことのできる結婚サポーターは１人とし、複

数の結婚サポーターに申込むことはできないこと。 

 

５ 縁結び事業は、結婚サポーターが相談者の意思を尊重しながら、相手方の

紹介等の結婚支援（マッチング）をしていく仕組みであり、次々と機械的に相

手を紹介していく仕組みとは異なるものであること。 

また、必ず相手を紹介できるとは限らないものであるとともに、マッチング

を行った場合でも、必ずしも成婚まで結びつくものではないこと。 

 

６ マッチングで紹介する相手は、原則一回一人であり、交際まで発展しなか

った場合に、新たな人を紹介する形であること（同時に複数の相手とのマッチ

ングはしない）。 

 

７ 相談期間は原則 1 年が経過した時点で終了するが、相談者と結婚サポータ

ーの双方がマッチングの継続に合意すれば、活動を継続することができる（た

だし、必ず結婚サポーターに解除か継続を連絡すること。相談者が連絡をしな

い場合、サポーターが拒否しなければ継続となる）。 

 

８ 結婚サポーターは、相談者が不謹慎な態度・困難な要望・ボランティアに

よる対応の範疇を逸脱する要求をした場合・ストーカーなどの問題行為が判明

した場合など、相談に応じることが困難と判断した場合には、相談者の了解な



しにマッチング活動を終了することができること。 

 

９ 相談者情報一覧表への情報の掲載は、相談者が希望する場合に限る（一部

の情報のみの掲載も可）。一覧表には氏名は掲載されないため、個人が特定さ

れることはなく、また、相談者にコピー等を渡すこともしない。掲載しない場

合は、紹介相手が担当結婚サポーターの個人的な活動範囲に限定される。 

 

10 相談者は、結婚サポーターから連絡がない場合、自ら近況報告やマッチン

グ活動の進捗状況を結婚サポーターに適宜確認するとともに、引き合わせを受

けた場合は、紹介者との交際状況について結婚サポーターに適宜報告すること。

なお、結婚サポーターの連絡可能日時を守ること。 
 

11 相談者は、原則としてマッチングに要する費用（飲食代や会場費、出会い

パーティの参加費など）の婚活に要する費用については負担すること。 

また、書類の郵送に係る切手代を負担、結婚サポーターからの電話は相談者

からかけ直すなど、結婚サポーターの負担が軽減されるよう配慮すること。 

引き合わせ時には、飲食代・ガソリン代等として 1,000 円を負担（相談者

の親族を同席させる場合は、その飲食代は相談者が負担）すること。 
 

12 縁結び事業は、未来クラブが作成する相談者情報一覧表を活用するなど、

結婚サポーター間で広く協力しながら行う場合があるため、必要に応じて結婚

サポーター間で相談者の情報を共有することがあること。 

 
 

1３ 相談者は、マッチングにより知り得た情報について、両者の結婚に直接

の関係を有する者（家族）を除く第三者に供与しないこと。また、相談者から

情報の供与を受けた者（家族）も、知り得た情報を漏えいしないよう厳守させ

ること。 
 

1４ マッチング以降に発生したトラブルについては、相談者と相手方の当事

者同士で解決するものとし、サポーターは関与しないこと。 

 

1５ 縁結びサポーターから、意に沿わない対応や不当な要求をされたときは、

速やかにとちぎ未来クラブに連絡すること。 

 

1６ よりよい事業の実現のため、アンケートをお願いする場合がある。住所

等に変更があった場合は、すみやかに結婚サポーターに連絡すること。 

 

 

 



 

トラブル対応 

縁結び事業で困ったことやトラブルがあった場合は、未来クラブ（とちぎ

結婚支援センター）に連絡してください。 ０２８－６８８－０８８０ 

（受付時間 平日 11：00～20：00 土日祝 9：00～18：00） 

結婚サポーターが相談者に相手を紹介した後に発生したトラブル等につい

ては、当事者同士で解決してください。結婚サポーター及び未来クラブは、 

その責任を負いません。 

 

【ＤＶ・ストーカー等の犯罪性のある行為に関する相談】 

速やかに当事者が最寄りの警察署に相談してください。 

栃木県警察本部県民相談室 

〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

電話：０２８－６２７－９１１０ または ♯９１１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４号様式別紙２ 

 
 

相談期間に関する事項 
 

 

縁結び相談期間は原則 1 年です。 

 
継続・中止の意志表示を 

令和  年  月  日までに 

下記の連絡先へしてください。 

℡   -   -    
※中止の連絡をせず、新たなサポーターへ申し込むと、サポーター間のト

ラブルの原因となり、サポート活動が円滑に行われなくなるおそれがあり

ますので、必ず連絡してください。 

※連絡をしない場合、継続となりますので注意してください。 

 


